
602 第十入水　　運

第三〇四表 内國人海技兎状受有者 績

地 方

本
分
崎
島

　
　
　
見
計

熊
大
宮
鹿

九
　
州
　
医

縄
道
鮮

　
海

沖
北
朝

綿、　　計

明治四十二年

同　四十一年

同　四十年
同　三十九年

同　三十八年

　甲

　　‘運　輔
船長i

十T－“L’”一一

19

10

　21
33

120

　3
36

　　　
一・ 凾遠�

ユ0

9

21

23

74

15‘

1

9081481

S74　1458

816　」426

　1
650・　3441
　　　　　　　　

556i　317

p
O
9
2
P
O
6

　
　
　
4
ユ
4
▲

　
　
　
　
1

3
2
9
一．
7

0一
8

戸
0
　
　
2

れ
）
　
　

0

7
．
　
　
4
占

司乙

計i脹
　　i　P

34

28

　6
101

340

　6
80

　1

　　2，196

　　2，0371

61811，860i

　li：，96

運　輔　士

　　1一等1二等

　　　　　　
　0　　10；　35
　3　　　7　　29
　－　　　31　　5
　31　　　68［　115
　　　　　　
　　　　167　　　　
一・’@1　－　　　　4　　　3

　60　　　　851　　141

　一　　一　　一

594　ユ，118i2，821

　　　　　11
5S1

　　　　　　　”1548
　　　　　　　1

45°｝66［1

】，05912，760　　4，400

1，00412，677　・4，229

83・・i・：4・21，：685

　　2，186　3，254

種　1
丙 種

1 l　l　1L等機1二等機三等機

一

機關長
｜ 1

　　　｜Bご士‘　　1

計 ；
　　　1
錘m　願士
戟@l　ト

關士

c

合　計

50

R9

@8
Q14

U53

　　　　　｜－　　　　86

|　　　180

|　　　201

|　　　57
P　1，127

　86｜

@180
@201

?c

｜
　
　
1
5
・
1
　
　
1
2
　
　
2
　
　
4
5
　
1
5
1
　

｜　　26　　21「　　15　　12

@　4　　　5

@　86　　64
@253　　189

「　47

@43
@　3
@118
@473

　279

@329
@229
@685
R，187

　7

Q86’

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

P　　　94

|　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

三1
｜　　4

o24　一

8　　　2
U8‘　100－　　　　　　　　　　　　　　　　　一

一一一＿

@　1
@81

@一

一－－

@28
@734
@　1

　一
S，533 8510，401 10，486 850 ］，46811，157

@　1
2β33 23，523

4，400 8311叫228 10βll 808i
l　　　　　i

P，35glユ，085 2，664 22，664

7331・・2｝49gh63・1・91・94・12・46・398・

　　　　　378iI，2511　407｝

85110，105

ε01　9，989

76　9，853
・2ig，・55

］O，190758…1，247　i

10，069　　　　680　】，1］31

9，9295811］，Oisi

9・7279・”0943　1

，Ol6　　2，503　　21，803

922　　2，352　　20，750

7q，　8　2，154　　］9，558

607　　】，939　　18，171

本表ハ本籍二依り調査シタ，レモノナリ

第三〇五表 外國人海技兎状受有：者　磐月匹‡言昔

國

甲

長船 　

士
｛
等

二
一

轄
司

運
二

　
　
計

種 　　　　　　　　　　　　
　乙　　　　種｛丙
運一v「ユーr－hi…－1．一一MM．一．．一．

t”　　　　　　　　計
　　　　　　　　　　　運輔士

一一 凾ﾉ　等

種1機關∴舗L鞭

　　　　　關士　　關士
合　　計

55

R1

Q5

P9

349

O
U
　
9
∪
　
3
　
3
　
9
∨

2
一
一
一
一
一
一
一
一
二
2
2
　
0
ム
　
2
　
2
　
2

司
∋
ロ
ー
4
1
∋
コ
」
∂
ご
」
⇒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

ウ
ば
　
9
0
　
3
　
3
　
4
与
4
　
4
　
4
　
4
　
4

　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
‘
　
　
ー
　
　
「
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
F
　
　
‘
　
　
　
　
～
6
7
2
4
2
1
一
一
］
一
2
一
7
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
ー
1
ー
ー
ー
　
ー
　
ー
1
ー
ー
　
1
－
1
ー
　
　
　
ー
‘
　
　
　
　
‘
i

　
l
　
　
　
　
　
　
　
　
l
　
　
　
ー
　
　
　
ト
　
　
　
　
ー
　
1
　
　
ー
　
ー
0
　
0
　
1
　
1
　
0
8
　
8
　
∩
◎
　
Q
U
　
8

一
一
－
一
一
一
一
一
一
一

1

】
　
－
　
　
丁
⊥
　
1
　
1
⊥
　
　
ー
ー
ー

3
一
一
一
一
一
一
一
一
一

0
0
　
9
U
　
O
◎
　
O
O
　
3

1
　
ー
　
　
　
「
ー
　
ー
　
～
　
　
I
l
ー
吟
ー
i
「
　
　
ー
1
ー
ー
1
ー

2
　
2
　
9
臼
　
2
　
1
2
　
2
　
2
　
2
　
2
2
　
2
　
2
　
2
　
2

8
1
一
2
一
一
一
一
一
一

一
L
、
’
　
9
錫
、
山
ー

11

P1

17

S
2
4
一
3
1
一
一
一2

　
り
召
　
3
　
4
エ
　
↑
0
3
　
3
　
3
　
3
　
3

⇒
劉
川
7
2
8
1
⇒
叫
＝
、

Q
V
　
O
V
　
8
　
（
0
　
4
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7

利
逸
國
抹
典
威
露
蘭
西
利
　
　
衆
　
　
　
　
　
　
　
牙
吉
　
合
　
　
　
　
蘭
順
　
　
米
　
　
　
　
断
英
猫
北
丁
瑞
諾
秘
和
佛
襖

計
総

年
年
年
年
年
仁
㌢
執
帆
㎜
四
四
三
三
明
同
同
同
同

．r・’

〆

、
檎

第三〇六表

第十八　水　　運

水先免状受有者 十二月三十一H

603

東　　　潟　隔
　　　海　　匿
長　崎　港　匿
内海囁及長崎港匿

下　　關　　匿

島原海遷匿

明治計八年同三＋九年一：同四＋年同四＋一 ?P同四＋二年　四＋三年

内國 hI國1合計酬國合言岬焚國合計突國剰合計人酬合言ヤ醐⇒合計

【

4
ρ

第三〇七表

51

7
1

71

＿1

34
堰@22

高等海員審判所受理件敷及人員 明治四十三年

受　　　　　　　　　理　　既　　　　　決　1未　　　決
1

事　　　件 奮　　　　受 新　　　　受 合　　　　計1裁決若クハ決定
其　　　　他　1中止及審理中　　　　「

一一一一’一一　　　一1一W1一緒關l員 件剰人員 件撤人頁i件剰人
一一一

@　　　　　　員 件剰人司件　鋤人　員

控　　　　告

ﾇ轄移付申請
1
一

1
一

28

P2

34

P8

29

P2

，、i　1612。18L＿竺ll8

8
一

8
一

5
1
　
7
」
　
　
　
＿
　
1

穂　　　計
1
i
　
1
！

40 52 41 53i　28i　38 8 8
一一一一’一，－

@　5
7

明治四十二年

ｯ　四十一年

ｯ　四十年
ｯ　三十九年

ｯ　三十八年

1　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　1

艶?Qほ31　413gi　47 421　52
S7i　5642i　51

54

T2

R7

S1

　　64
@　71
@　46
@　49
R11　381

3
1
　
4
8
1
　
　
1
1
3
　
　
　
　
4
4
　
　
　
　
4
8
　
　
　
　
9

1
3
2
2
3

1
3
2
3
4第三〇入表 高等海員審判所審判件歎及人員 明治四十三年

人 員 人 員

種　　　別 件敵 ｣陣鯨⇒⇒酬
年　　　次 件敵 免状行

g停止

一＿一＿＿＿＿〔’一一

⇒不懲戒
棄却 合計

衝　　　　突

@規違背
E務怠慢

、31　82i　　＿1i　＿　　　　｜

2
：

」；iス　‘　　　　　　1山　　一i　　1　　　　‘

明治四十二年

ｯ　四十一年

ｯ　四十年
ｯ　三十九年

ｯ　三十八年

32

R2

P9

P9

Q0

16

P6

P3

U
8

3
1
2

｜釧　　10

@　　13

@　　2
@　　4　1　　　5

11

P4

X
1
2

40

S6

Q5

Q4

Q5
総　計　161　812　　　　　　　　　1　　　1

5i　512・
　1

S
1

8
｛

本表ハ前表中裁決チ再掲セシモノナリ

「


